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電気料金制度をめぐる最近の課題

1. 電気料金をめぐる最近の問題

電気料金の決定問題は，いままで，理論的には

限界費用価格形成原理を拠り所として展開されて

きた.

生産量: 1 単位追加して生産するのに裂する総費

用の精分が限界費用であり，各財の価格が限界費

用によって決められるなら，資源の最適配分が行

なわれ，社会全体としての最適状態がj主成される

という論理にもとづいている. もちろん，電気事

業経営の実態の中で，限界費用の現実的適用のあ

り方が問題とされてきたことも強調しなければな

らない.

しかし，他部門において，限界費用原理による

価格決定が行なわれていないとすれば，電気料金.

の決定を限界費用によることは，社会全体として

の最適状態を達成することにはならない.そし

て，電気料金も，限界費用からj適正に吊離させて

決めることが，資源配分の適正化にも役立つこと

になる.このような問題に関する論議が，次善論

(セカンドベスト)的アプローチといわれるもので

あり，それは，投近とくに電点的に論議されるよ

うになってきた.このような過程で，所得配分の

公 lE という制点が強調されるようになったこと

も，故近の傾向である.

電気料金形成の現実的課題としては，全体とし

て，原価主義(平均費用価格形成原理)が前提と

され 一方で，消費者利益を保護する立場から

独占価格形成による独占利潤を排除し，他方で，

企業の独立採算制を容認することによって企業の

合理化行動を促進するため一一原価にもとづく料
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金形戎という考え方は，消費者に対する負担の公

平という見地より，原価配分一料金制度の側面で

も重視されてきたとし、える.

電気料金を限界費用からし、かに~jÊ離させて決定

するかを考える場合に，とくに重視されなければ

ならない点は，屯力需要への影響の問題である.

料金制度の側出から，この点についていえば，い

ままでは，負荷本の向上を目ざしていたといえよ

う.しかし，このような負荷率の向上志向が，と

くにオイルショッグ後の省エネルギーの推進とい

う社会的要請のもとで，直接的にピークの節約効

果を求めることになった点に，最近の特色を見出

すことができる.

わが国で，新電気料金制度の導入にともなって

負荷ネ割引きを廃止したことや，最近プランスで

傑夜電力料金の値上げを行なったことは， í'l イóH~

の向上にえ献しても電力需要を促進するような料

金制度への反省が行なわれたと解釈することがで

きるのである.

電気料金をめぐる以上のような問題を考えなが

ら，わが国で採用されている逓噌料金制の基本的

枠組について検討し，つぎに，季H寺別料金制の基

本的な考え方について説明する.

2. 逓増料金制の基本的枠組

2.1 眼界費用の逓増

わが国における電気料金制度は，昭和49年 6 月

に新しく実施されたものである.この制度が導入

された背景としては，燃料価格や建設費等の高騰

のみならず，電力原価全体について限界費用逓増
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図 1 単位当り発電費と発電電力量との関係(汽力発電)

傾向が支配的となってきたという事実をあげるこ

とができる.このような傾向を，公夫データによ

り，発電費を例に検討する.

図 1 では，汽力発電を取り tげて，縦軸に平均

発電費をとり，横軸に発電電力量をとって両者の

関係をプロットしている.サンプcルとしては 9

電力会社をとっている.

この図では，昭和40年度と 49年度の 2 年間につ

いて示している.この図からは，第ーに， 40年度

と 49年度とで，費用曲線のシフトの関係が明確に

なっていることをよみとることができるこのこ

とは，燃料価格や建設費の大幅な値上がりを反映

するものであるわ.第二の問題は，平均発電費と

発電電力量との関係についてである.この関係を

まず， 40年度について見ると，使用燃料の差など

を反映して，一義的な関係が成立しているとはい

いがたいが，全体としては，右下がりの関係が成

立しているといってよいだろう.このことは，発

電所設備の建設単価や所要従業員数などの面で，

規模の経済性が作用していたためである.

これに対して， 49年度の費用曲線を見ると，発

電電力量が大となるにつれて，平均発電費が高く

なるという関係がかなりはっきりよみとれる. も

1) ここでは，オイルショック以前と以後で費用曲線

のシフトがあったという事実についてだけ注目して

いただきたい.
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ちろん，最近においても，建設単価や所要従業員

数の山.では，規模の経済1fj:がかなり作用してい

る.しかしながら，この費用曲線は，排出物の総

量規制下における良質燃料の使用など，発電電力

量の増加にともなう環境対策費や過密対策費の急

増を反映して，限界費用逓増傾向が支配的となっ

てきたことを表現するものである.

このような傾向は，規模の拡大にともない，発

電所が遠隔化することによって輸送費が高騰する

など他の側面にも成立し，かくて，電力供給条件

の変化によって，わが国の電気事業においては，

限界費用逓増傾向が支配的となってきたというこ

とができる.大規模生産の経済性を背景として，

限界費用逓減の条件を前提に論議されてきた電気

料金問題は，転期を迎えることになったのであ

る 2)

2.2 逓増料金制の基本理論

電気事業における料金形成の課題として，限界

費用料金形成の妥当性が主張されながら，限界費

用逓減の条件ドで，収入不足が発生し，企業の独

立採算制がくずれることを回避して，現実的には

平均費用料金形成原理(総括原価主義)が採用さ

れてきた.そして，企業は，独立採算制を前提と

した白立独立性のもとで，企業環境のたえざる変

化に対応しながら経営合理化を推進してきたとい

える.

このように，わが国で長い間にわたって合意を

得てきた、F.均費用料金形成原理は，現行の新料金

制度が決定された場合にも，基本的な前提として

容認されたのである.つぎに，オイルショ y ク後

とくに推進されてきた省エネルギーへの強い社会

的要請のもとで，電気料金形成にあたって，限界

費用逓増傾向を反映させることが望ましいという

考え方が新しい課題とされるようになった.

限界費用逓増の条件下で，平均費用料金形成を

2) ここでの論議は，長期限界費用をへースにしてい

るが，それと短期限界費用との均等条件が暗黙の前

提となっている.
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前~とし，他方で，限界費用を反映させた料金形

成を行なうには，ブロック辺地料金市Ijの考えブjを

適用しなければならない.すなわち，電気の使用

JA:のブロックをいくつかに分割し，使用止の大き

いブロゾクの料金を限界費用を反映させて決定し

それが、ド均費用を上回ることによって生ずる収入

超過を，使用量の小さいブロックに対する料金割

引きに充当するというフロック逓哨料金制が，適

切な料金の決定方式といえる.

使用量の小さいアロソクに適用する料金を，平

均費用より低くするということは，限界費用逓増

の条件下では，屯力原価の変化に対応させる怠味

で妥当な考え方であるし，のみならず， 'iiL気の最

低使用量に対する生活保附に氏献するという/与;味

で，所得再配分的効果をもつものである.屯気料

金 1]'" ，国の政策目僚に対してどの程度氏献すべき

かということは，充分に検討しなければならない

課題である.しかしながら，限界費用i活用の条件

ドで，省エネルギーを推進するという社会的比i自

に沿って，限界費用を反映させた料金形成が妥当

化され，それが斗iλ均費用を上回ることによって得

られる収入超過を，ナショナルミニマムを設定し

て，その料金割引きに活用するという白然な形で

現行料金制度の理論的枠組がつくられた.

2.3 逓増料金制の実際

フロック逓噌料金制の現実的な.ì!当用にあたって

は，まず，電灯料金について見ると，電力量料金

に 3 段階.ìill噌料金制が採用された.電力料金で

は，小 11 電力および業務用電力については，当初

基本料金に対してのみ店増料金制(特別料金)が

係用されたが， 51年度の料金改定においては，基

本料金および電力量料金いずれに対しでも， .ìill J科

料金制が採用された.また，大 IJ電力について

は，最初から，基本料金および電力量料金に対し

て，逓増料金市Ijが導入されている.

その料金の決め方を，電灯料金の場合でみる

と，第 i 段階の使用量(月 120kWH以ド)は，ナ

ショナルミニマムを考慮した比較的低い料金，第

1978 年 10 月号
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図 2 電灯料金の辺川市11

2 段階の使用量(月 121-20QkWH) は， ほぽ平

均費用に児合った料金， zr~ 3 段階の使用量(月

201kWH以上)は，省、エネルギーとし、う社会的要

請に対応して，限界費用を反映した料金が，それ

ぞれ適用されている.このような関係は，図 2 に

示されている.なお，料金のiIill増E与を，第 3 段階

料金と第 2 段階料金との比較でみると，それは，

各社ごとに異なっているが，前者は後者に対し

て，ほぼ 10数%明である.

3. 季時別料金制の一般理論

3.1 負荷特性についてお

わが国においては，多くの会社で，年間の最大

負荷日は史季に移行し，またピーク時間は，昼間

の 2 時-3 時ごろ発生し，深夜には，負荷はいち

じるしく減少する.また，水力発電の構成比は低

下しているが，その発電状況をみると，それは季

節的にかなり変動している.

電力設備の建設のみならず，その運用に際して

は，このように，電力の需要側についても，供給

側についても調整不可能な要因がある点を考慮、し

3) 負荷特性理論は，電力中央研究所情報処理研究所

所長佐久間孝氏と私との共同研究によってつくられ

たものである.
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なければならない.それゆえ，電力原価を低下さ

せるために， '，lUMHliiの合埋的運用をはかるに

は，これらの変動要|刈をいかに調整するかという

ことが重要な課題となる.
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そこで，発電端の電力供給量 Sおよび需要量D

それぞれ調整不能な部分と調整可能な部分に

わけで，調整不能な供給量を S[， 調整可能な供給

量:を 82，調整不能な需要量を D[， 調整可能な需

要量を D2 とすれば，電気は時間ごとに ， D=5 の

を，

キ
ロ
ワ
ッ
ト

つぎの均等関係が成立しなければならないから，

ような式が成立する.

Dl十D2 =51 +82

DI-51=S2-D2 
キ
ロ
ワ

y

卜

この式の左辺，つまり調整不能な需要盈から調

整不能な供給量を差しヲ|し、たものを「基準の負荷」

基準の負荷と官~j}JIj負荷との関係図 3

と定義する.

現実的には ， Ih は総合負荷から特約電力に相

当する負荷を差しヲ I \，、て計算する(発電端に換算 り，同じような形をした負荷はそうでないものと

いうことができる.そこで，基準の負荷の方向と

し、かなる関係をもっているかをあらわすのに，相

関係数という尺度を使う.個々の負荷が，基準の

負荷とまったく同じ形をしていれば，相関係数

する).また， 51は自流式水力の発電量をとり，こ

れらにもとづいて，基準の負荷を計算する. Dlが

ふより大きい一般的な場合には，基準の負荷を平

j明化するような需要が，電力会社にとって望まし

いということができる. 一!となまったく逆の形をしていれば，+1 , t主，これに対して， 51 が Dl

+1 とー!との聞の数値として itl 測さそれは，り，より大きい場合には，基準の負荷の変動に合わせ

れる.て電気を使うような需要家の負荷が望ましいもの

しかし，ある個別負荷の特色をあらわすために

この側面だけでは不充分である.たとえば，

仇と仇が基準の負荷に加わった場合を考えると

(\，、ずれも相関係数はー!とする)，仇と仇とで

は，基準の負荷Xに対する調整力は明らかに異な

っている . Yl より νz のほうが大きいことは明ら

は，

ここでは ， Dl >81 のケースを新iHJtとし

基準の負荷が，図 3 の X のように与えられたと

して，個別負荷， νh Y2 ， 仇および仇の負荷曲線

の性格をどうあらわすかという問題を考える.ま

である.

て検討する.

ず， ν1 およひ νz が X に加わった場合についてみ

かである . Yl と仇を比較すると，仇のほうが相いずれの場合にも， Xの変動の部分が埋めると，

対的にばらつきが大きレためである.それゆえ，

このような側面

それを，変

負荷曲線の性格をあらわすには，

を考慮しなければならない.そこで，

異係数(標準偏差÷、子均負荷)

られて，新しい総合負荷曲線は相対的に平ltl. 化す

これに対して，仇および仇がX に加わった

場合には， Xの変動の部分がますます拡大して，

新しい総合負荷曲線のばらつきは増大する.

る.

によって i則ること

個々の負荷が，基準の負荷を調整する方向を相

オベレ{ションズ・リサーチ

にする.このように考えれば，基準の負荷と逆の形をし

た負荷が，電力原価の節減に貢献しうるものであ
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関係数で測り，調整する幅を変異係数で測る.そ

して，あるれ荷の特性を，基準の負荷との聞の相

関係数日y と，その負荷の変異係数，内/ïjとの積

であらわし，これを，負荷特性と定義し À でトポ

すこととする.

À=r;叩・ σν/タ

つぎに，負荷特性が基準の負荷を調整する能力

をあらわすことを証明する.ここで，基準の負荷

X の平均値を X， その標準偏差を σ.~，新しく加わ

る個別負荷 ν の平均値をす，その標準偏差を内と

し，両者聞の相関係数を rxy とすれば，一般につ

ぎの条件が成立する.

タ~X， σν ~a.~

Xvこ U が加わってできる総合負荷 Z の平均値

と際準偏差は，つぎのようにあらわすことができ

る.

z=x+?7 

σz=';~.~2+ai干否二戸ぷ而

=σx{ 1 +2rxv ・ σν/σ，c+ (ay/a.v)2} を
ξσ川 (1 +r.VY' σv/σ.v)

=σ.v+r岬・ ay

すなわち，新しい総合負荷の平均値の哨分は y，

傑準偏差の地分は，ほぼ f叫・ σvである.三の rXY

-σv をタで除した{出が，負荷特性で、あり，このよ

うな意味で，負荷特性は，単位当りの基準負荷の

調整能力をあらわすということができる.

なお，負ィ百I特性は年 8， 760 時間における負

的変動をえJ 匁として計算すればよいが，目的に応

じて季節や日にわけ-"cil広「することもできる.

3.2 負荷特性と電気料金

負荷特刊Aは， f! 1'Jj 曲線の 11J:格を的確に把握する

ためにつくられた尺度であるから，電気料金の決

定に負荷特性を反映させることが望ましい. もち

ろん，負荷特性は，一つの尺度としての役割を果

たすにすぎなし、から，これを電気料金の決定に反

映させるには，なんらかの価値判断が必要とな

る.そこで，負荷特性による電気料金の決定方法

について，仮説例を設けて説明する.

1978 年 10 月号
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図 4 個別負荷の関係

ある電力会社の中に， A工場と B工場とがある.

これらの 2 工場は，同じキロワットの電気を使

っているが(キロワットが異なっても，ここでの

論理には問題がない)， A工場は，午後 8 時から翌

日の午前 8 時まで電気を使う化学工場であり， B 

工場は，午前 8 時から午後 8 時まで電気を使う機

械 E場であるとする.また，これら 2 工場の負荷

を総合して使うような需要家である C工場を考え

て， A工場の負荷を νb B工場の負荷を仇， C工

場の負荷を仇と仮定する.図 4 は，このような関

係を示したものである.

つぎに， A , B , C 3 工場が支払う電気代を，

それぞれ， ]>Y1o Pω， PY3 とする.このような場

合，これらの工場開に，どのような電気料金の決

定方法をとることが，公平であるかを考える必要

がある.この場合， ]>Y1+]>1I2>P刊という条件が

成立すれば， A , B 2 仁場は，合併して操業する

ことが有利となる.これに対して ， 1'Y1+Py2<1'Y3 

とし、う条件が成立すれば， C工場は，適当な部門

に分割して，契約を別々にしたほうが有利となる.

このような不合理が生じないためには，

PY1+PY2=PY3 

という関係を認めることが必要である.もちろん

この場合，供給電圧の差などの条件差は，別途考

慮しなければならないことは当然である.
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PY1+PY2=Pω とし、う前提のもとで，負荷特性

と'竜気料金との関係を求めると，電気料金単価 p

と負荷特性との聞には， 一次式の関係が成立する

ことを証明することができる.つまり ， a および

b を定数とすれば，次式が成立する.

p=α十b ・ A

そこで，このような電気料金の決定方法を「負

荷特性理論」とよぶこととする.なお，この定数

は，発電所についても，需要側と同じような調整

力を考えて，そのコストとの関係から計算するこ

とができる.

なお，負荷特性を計測するには， 8， 760 時間の

負荷変動を対象とすることが望ましいといった

が，現実的には，それはかなり複雑で、あるから，

8， 760 時聞を適当な時間帯にば分し， この時間帯

にもとづいて，電気料金を決める方法をとること

ができる.これが，季時別料金制の考え方であ

り，負荷特性理論は，季時別料金制の 4般理論と

なりうることを証明することができる釘.

4. 結びに代えて

昭和49年に新しく導入された逓増料金制は，省、

4) この点については，つぎの文献を参照のこと.大

7:手悦治，佐久間孝:負荷 1111線と電気料金.電力経済

研究 Nリ 8.

エネルギーの推進，福祉社会の実現への貢献とい

う社会的要請のもとで，わが国の社会にかなりよ

く定着してきたということができる.これから

もこの制度は，公共料金形成のモデルとして評価

されていくものと思われる.

わが国では，電気料金制度のもう一つの課題と

して，負荷率の悪化傾向の中で，季節的料金制の

導入が問題とされている.それがピーク電力の節

減に直接貢献しうるかどうか明らかでないが，よ

り以上に，それは，受益者負担の原則により，電

力原価の適正配分に準拠するものであるといえよ

う.そして，この場合にも，限界費用をいかに反

映させるかということが問題となるのである.

とくに，オイルショッグ後，各国とも電力原価

の高騰に対応して，電気料金の値上げを実施して

きた.この値上げに対して，電気料金制度の変更

をともなうケースは少なかったが，最近では，限

界費用のいちじるしい高騰に直面して，望ましい

料金制度導入への気運が高まってきたようであ

る.このような傾向の中で，わが国の料金制度は，

先行的な意味づけをもつものといえる.
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